








別表（第３条関係） 

種類 対象となる経費 補助金の交付額 備考 

施設整備 
補助金 

施設整備に要する経費のうち、工事請負費とする。

ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。 
（１）土地の買収又は整地に要する経費 
（２）既存建物の買収に要する経費（既存建物を買収

することが建物を新築することより、効率的であ

ると認められる場合を除く。） 
（３）職員の宿舎に要する経費 
（４）その他対象経費として適当と認められない経費 

施設整備に必要な工事請負費の１／２

以内（ただし、補助金の上限額を 2,500
千円とする。）の額とする。 
ただし、算出された交付額に 1,000 円

未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

左記の施設整備により取

得し、又は増加した財産に

ついては、市費補助事業の

完了後においても、注意を

もって管理するとともに、

効率的な運用を図るものと

する。 

借入金等 
償還補助金 

市の認める園舎建替等事業のために実施する次に掲

げる借入金等の返済に要する経費とする。ただし、当

該年度の返済金であって、年度を繰り越しての返済分

は、除くものとする。 
（１）独立行政法人福祉医療機構からの借入金の元金

及び利息 
（２）愛知県社会福祉協議会が行う民間社会福祉施設

振興資金の貸付金の元金及び手数料 

 借入金等に係る当該年度中に返済す

る返済額の１／２以内の額とする（公立

保育園との統廃合等のための借入金等

については、当該年度中に返済する元金

及び利息の額とする）。 
算出された交付額に1,000円未満の端

数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

 

 


